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はじめに 

 

日本の賃金は、1990年代後半から停滞を続けています。しかも、アメリカなどの先進国では

2000年以来緩やかに賃金が上昇してきたにもかかわらず、日本ではほとんど上昇しませんでし

た。その結果、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のデータによると、日本の賃金は主要７ヵ国（Ｇ

７）諸国の中では最低レベルに落ち込んでいます。 

 

日本の非正規雇用労働者は2021年には2,064万人、雇用者の36.6％を占めるようになって

います（ＮＴＴグループ全体では4万4,000人を超えています/2022.3期）。そのうち年収が200

万円未満の労働者は非正規雇用労働者の７割以上を占め、非正規雇用労働者の賃金改善は喫緊

の課題です。 

 

苦しい生活を守るために、なんとしても賃上げが必要との思いは労働者の実感です。同じ職

場で同じ仕事をこなしているのですから「すべての労働者」の賃上げが必要との思いも共通で

す。しかし、この思いに逆行しているのがジョブ型人事制度です。ジョブ型人事制度で雇用の

分断と流動化が加速し、更に格差が拡大されます。長年のたたかいで積み上げてきた各種手当

も廃止され、マーケティングアクトProCX社の非正規社員は特別手当まで廃止されました。理

不尽なジョブ型人事制度の問題点を明らかにし、ジョブ型人事制度の廃止が必要です。 

 

ＮＴＴが進める「リモートスタンダード」も経営戦略に基づくコスト削減施策です。1日200

円というわずかな手当でオフィス維持を浮かし、ＮＴＴビルから労働者を「追い出し」、不動産

の再開発で利益追求を狙っています。労働者が労働者たる資質を醸成してきた対面による協働

の環境を根底から否定する「リモートスタンダード」の問題点を社会的に告発し、これに歯止

めをかけねばなりません。 

 

欺瞞に満ちた、ジョブ型人事制度と「リモートスタンダード」の問題点を検証します。 
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１．ＮＴＴの株主優先経営 

（１）2021年度決算－当期利益は初の1兆円超え 

 ＮＴＴの2021年度決算は、営業収益は増収、営業利益・当期利益はいずれも増益で、営業収益・営業

利益・当期利益いずれも過去最高、当期利益は初の１兆円超えとなりました。増収増益の中心はＮＴＴ

データの高収益によるものですが、グループ各社の増収やコスト削減も増益に繋がりました。 

 

（２）更なる事業再編とコスト削減 

増収増益・過去最高益とともに目を引くのは、相次ぐ

事業再編とセグメントの見直しです。ドコモ再編（１月

～）に続いて、グローバル事業の再々編（10 月）が行わ

れました。グローバル事業は2019年７月に、グローバル

持株（ＮＴＴＩｎｃ）のもとにコミュニケーションズや

ディメンションデータ、ＮＴＴセキュリティを再編した

グローバル事業会社（ＮＴＴＬｔｄ）が設けられ、ＮＴ

Ｔデータとともに事業展開が進められてきました。 

 

これらをＮＴＴデータの傘下に再々編し、グローバ

ル・ソリューション事業としてスタートさせます。国内ではＮＴＴドコモに、海外ではＮＴＴデータに

事業の中心を担わせる再編です。 

ＮＴＴ労働者の働き方に大きくかかわるコスト削減も更なる推進が計画されています。2023年度末を

期限とするコスト削減目標は▲8,000億円でしたが、昨年10月に目標修正し▲１兆円以上とされました。

今回、8,400億円達成が報告され、22年度業績予想では▲9,600億円が見込まれています。「人事・人材

育成・処遇等の見直し」や「リモートスタンダード」の導入もその一環です。 
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（３）天井知らずの株主還元 

 コスト削減の一方で極まっているのが株主優先施策です。それを象徴的に示すのが二つのグラフです。 

  

一つ目は自己株取得の推

移を示すグラフです。持

株会社体制下で恒常的に

数千億円規模の自己株取

得が続けられており、そ

の累計額は5.1兆円にも

及びます。 

 

二つ目は株式配当の推

移グラフです。現在の額

面換算した配当額の推移

で、今年度の1株当たり

の配当見込み額は 2003

年度対比9.6倍の120円

／株です。 

 

両施策は、この間に生

み出された巨額の利益が

その原資で、際限なく続

けられてきた事業再編や

コスト削減で捻出された

利益がここに投じられて

いるのは間違いありませ

ん。 

 

 

２．経営戦略に基づくコスト削減施策－ジョブ型人事制度の導入 

（１）分断と格差拡大の制度 

ＮＴＴ持株が経営戦略に掲げて進めるジョブ型人事制度

の導入＝「人事・人材育成・処遇等の見直し」は、グルー

プ全社、全ての雇用形態に及び、専門分野の細分化（18 専

門分野）とグレード格付けの導入は、新たな雇用の分断と

格差の拡大を招きます。 

 

ＮＴＴ各社はジョブ型人事制度の導入について、競争が

激化する情報通信市場のもとで「これまで以上に高い専門

性とスキルを身に着け、様々な分野で付加価値を創造して

いくことが必要不可欠」と説明し、ＮＴＴ労組は「社員の

働きがいを高め、安心して働き続けられる制度」と位置付

けました。 
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しかし本制度は、持株の中期経

営戦略の具体策「新たな経営スタ

イルへの変革」の中心施策であり、

2023 年度コスト削減目標（2,000

億円以上）達成の具体化そのもの

なのです。専門分野の細分化と評

価制度の見直しが特徴の本制度は、

必然的に労働者間の分断を招きま

す。会社は「自立的な高い専門性

やスキルの発揮」を求めて、労働

者に社員グレード基準や事業計画

に基づき業績目標の設定を義務付

けます。 

 

導入される「絶対評価」は、自

らが設定した業績目標と実績の間

に「冷厳性」を発揮し、評価の個

別化がより進行するでしょう。協

働していた労働者間に、「専門分

化」や「新たな評価制度」がきし

みや分断を生じさせるのは間違い

ありません。 
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（２）雇用の流動化を促進 

雇用の流動化・不安定化に直接つながる「専門分野決定」の詳細が、社員周知資料で明らかとなりま

した。 

 

本制度はジョブ型人事制度と呼ばれるように、専門分野の細分化（18分野）が特徴です。労働組合提

示資料では、現在の従事業務によって専門分野区分が行われるものと見られていましたが、それ以外に、

「軸となる専門分野」（中期的なキャリア形成の軸）まで自己決定が求められます。社員周知資料による

と、現在従事業務の専門分野は「評価・昇格」に活用され、「軸となる専門分野」は「配置・キャリア形

成」に活用されます。「中期的」とはいえ、将来の専門分野まで個々に選択が迫られ、それが制度化され

ていることは重大です。 

 

労働者が、本人の希望で専門分野の選択や変更を行い、そのためのキャリアアップを行うことは否定

しません。しかし、今後の事業再編等の際に、「軸となる専門分野」が自己が決めた専門先として扱われ、

流動促進の道具とされることは問題です。雇用の流動化・不安定化が、こうした施策で合理化されるこ

とは許されません。ＮＴＴが進めるジョブ型人事制度は、政府・財界が「リスキリング」として推進す

る「産業・雇用の再編」施策とぴったり合致します。そこには、労働者の雇用や生活を守る視線はなく、

新自由主義の調整策でしかありません。 
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（３）グレード賃金移行で基準内賃金低下 

ジョブ型人事制度の導入で、基本賃金（基準内賃金）の仕組が改変され、現行の資格賃金と加給がグ

レード賃金に一本化されます。ここで問題なのはグレード賃金の上限額規定と水準です。 

 

移行後のグレード賃金は、移行前の資格賃金、加給、成果手当（平均額）、職責手当、事業特性に応じ

た手当（実績系は除く）、サポート手当等の合計額（移行時基礎額）からグレード別の「切替成果手当」

を減じた額となります。しかし、グレード賃金には上限額が設けられており、グレード賃金と「切替成

果手当」との合計額が移行時基礎額に満たないケースが生じ、その差額を補填する「移行時調整賃金」

が設定されます。言い換えれば、現行水準が維持されない賃金移行が行われる制度なのです。 

 

制度に「移行時調整賃金」を設けなければならないのは、グレー

ド賃金の水準（上限額）が低いのに原因があります。一般社員の過

半が位置するエキスパート資格3級、一般資格1、2級者が移行す

る社員グレード 3～6 ではグレード賃金の上限額が現行より低下す

る設定となっています（下表参照）。一部の高評価者が配置される

グレート1、2（エキスパート1、2級者が移行）では上限額が高く

設定されていますが、これでは恩恵を受ける範囲は限定的です。 

会社は、廃止される職責手当やサポート手当をグレード賃金に再

構築すると説明していますが、どう再構築されるのか不明です。 

 

新制度では、基準内賃金上昇のためにはグレード賃金の昇給が必

要です。昇給は年1回の行動評価（4月）で決まり、毎年6月に行

われます。しかし、昇給幅は各グレードの上限額規定で決まり、昇

給回数もこれで制限されます。昇給幅は下位グレードでは薄く、昇

給も限定的となります。上限額をクリアするためには上位グレード

への昇格が必要で、そのためには、業績評価、行動評価、専門性判 

 

定をクリアしなけ

ればなりません。旧来

のような一般職1級昇

格への標準昇格年数

の考え方もなく、評価

の影響が更に増すこ

とになります。基準内

賃金の低下は時間外

手当や特別手当の支

給額に直接影響する

ことになり、労働者の

生活に大きくのしか

かることになります。 
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（４）成果手当見直しで評価格差拡大 

 ジョブ型人事制度導入後の成果手当は年1回（4月）の業績評価で決まります。５段階評価は変わりま

せんが、その内容や呼称は左表のように変更され、これまでの相対評価が絶対評価に変わります。そし

て重要なのは手当の水準です。下表は会社提示のイメージ額表から参照したものですが、現行制度の一

般資格1級Ⅱ評価（期待し要求する程度）と、「見直し」後の社員グレード４のＭ評価（求められる目標

を達成した）とを比較すると、「見直し」後の成果手当は

額で2万3千円余、月例賃金比率（基準内は上限額で算

出）で6.5％増加しています。「見直し」により、月例賃

金における成果手当の比重が増し、評価の影響が強まる

ことを示しています。 

  

会社は絶対評価導入で、「評価の納得性・公正性が保た

れる」として、「見直し」を合理化しようとしていますが、

その保証はありません。会社はこれまで続けてきた相対

評価について、「社員一人ひとりの成果・業績が必ずしも

評価に全て反映されるとは限らないという点において課

題があると認識している」と無責任な表明をしました。 

 

1987年に評価制度を導入して以来、「公正性・納得性」

への数多くの疑問や批判に耳を貸さなかったことを考え

れば、極めて無責任な態度です。それを置いても、グレ

ード賃金の昇給や昇格、成果手当決定のカギを握る「評

価」の重大性は増すばかりです。 

  

今回の「見直し」は、ジョブ型制度と呼ばれるように、

専門分野の細分化が特徴です。これまで共通していた評

価項目は18専門分野、8グレード毎の「専門性」と「行動レベル」基準が適用されるようになり、まさ

に「評価の分断」が始まります。これまでも、評価はその性格上、個々・個別の問題として扱われ、不

満や批判も押し込められてきました。ジョブ型化（専門細分化）によって、今後さらに評価の「個別問

題化」が深刻化することが危惧されます。 
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（５）職責手当、扶養手当、外勤手当まで廃止 

 

もう一つの大きな変更は、ジョブ（職務）に賃金が結び

つく制度変更のため、ジョブに関係がないと判断した手当

はすべて廃止し、グレード賃金と成果手当だけにすること

です。 

諸手当の廃止は多岐にわたり、その額も小さくありませ

ん（右表参照）。 

 

会社は事業特性に応じた手当の廃止について「今まで以

上に高い専門性を発揮することを促す処遇体系を志向する

観点から、グループ統一的に事業特性に応じた手当を廃止

し、成果手当の充実を図る」としていますが、納得の得ら

れる説明ではありません。しかも、会社の言う「成果手当

の充実」が、手当廃止による収入減をカバーできるという

ものでもありません。 

 

こうした制度見直しは、多くの労働者にとってメリット

がなく、容認できません。 

 

 

 

３．「リモートスタンダード」もコスト削減施策 

 会社は、「仕事を、生活の一部としてとらえ」「働き方を自由に選択し」「働く場所と働く時間の、柔軟

性に加え」「住む場所の、自由度を高める」そのために、「新たにリモートワークを基本とする、働き方

を設定する」としています。 

ＮＴＴのリモートワーク制度はコロナ禍真っただ中の2020年9月にスタートしました。「ソーシャル

ディスタンスの確保を基本とした生活」が求められるもと、事業戦略である「スマート化」（ＤＸ化）の

重要ツールとして位置付けるとともに、社内においても「生産性の向上」「効率性の向上」につなげる施

策として開始されました。 

  

2021年9月には持株会社が「新たな経営スタイルへの変革」を打ち出し、リモートワークを、ＮＴＴ

グループ労働者の働き方の基本とすることとしました（リモートスタンダード）。「職住近接によるワー

クインライフ（健康経営）の推進」と題するこの方針は、「転勤・単身赴任不要の働き方」として「注目」

を浴びましたが、ジョブ型人事制度導入とともに、2023年度コスト削減2,000億円以上達成の主要策で

あることは明らかです。 
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「リモートスタンダート」の組織対象は、当面コーポレート部門（総務・共通等）に限定されていま

すが、既に116や113部門でもトライアルが始まり、各事業所でもリモートワーク「目標率」などが設

けられるなど、歯止めのない状況です。 

 「リモートスタンダート」の課題や問題は極めて重大です。ＮＴＴの制度ではリモートワーク手当は1

日わすが 200 円です。自宅のオフィス利用はもちろんですが、エアコンやパソコン（事業用端末含む）

をはじめ、照明等にかかる電気代のほか、インターネット回線も社員準備（116、113トライアル資料）

で、そのすべてを200円で賄う仕組みです。 

トライアル説明資料には在宅必要環境のイメージ図が示されており、顧客対応のための電話機・ヘッ

ドセット、センタ等とのコミュニケーションツールとなるタブレット端末、システム端末となるノート

パソコンの他、追加ディスプレイや電子メモパッドを並べての「自宅オフィス」の確保が労働者に求め

られます。「個室である必要はなし」とはなっていますが、誰もが負担なしに設営できるとは思えません。

インターネット回線の準備が社員となっていることや、終日の端末利用やエアコンに要する電気代の負

担も軽視できず、電気料金の異常な高騰の下で1日わすが200円で、賄い切れるのかその検証の予定も

ありません。 

  

一方、ＮＴＴにとって「リモートスタンダード」のコスト効果は絶大です。なかでも、オフィス維持

を労働者に丸投げするわけですから、リモートワークを拡大するほど維持費の削減につながります。こ

の費用削減は桁違いです。さらにＮＴＴでは、2019年7月にアーバンソリューションズを設立してＮＴ

Ｔが持つ膨大な不動産活用を事業化しており、「リモートスタンダード」で、ＮＴＴビルからの労働者「追

い出し」が進めば、不動産活用が更に加速するのは目に見えています。まさに一挙両得の施策です。オ

フィス維持費の削減からみれば規模は小さいかもしれませんが、通勤費の削減もコスト削減につながり

ます。 

  

ＮＴＴ西日本では、これまでに社内食堂の廃止や社有社宅の全廃が進められていますが、ジョブ型人

事制度と同時に行われる「住宅関連施策の見直し」や「リモートスタンダート」の拡大によって、福利

厚生が「消滅」に近づくかもしれません。 

 「リモートスタンダード」拡大の影響は経済面にとどまりません。そもそも労働者は、職場で協働し、

連帯・交流する中で社会性をやしない、人間としての成長を遂げてきたと言えます。新自由主義的な経

営や施策のもとで、ハラスメント等の弊害も生んできましたが、労働者が労働者たる資質を醸成してき

た根源には、対面による協働がその土台にあると言えます。労働者の社会性さえ奪いかねない「リモー

トスタンダード」の無原則な拡大は直ちに見直すべきです。 
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（本文中の図表等の資料はJMITU通信産業本部作成によるものです。） 


